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JARA 発第 26－109 号 

平成 26 年 10 月 14 日 

 

都道府県ボート協会御中 

公益社団法人日本ボート協会 

医科学委員会 

 

未成年競技者におけるドーピング検査実施に関する親権者同意書の取得について 

 

2015 年 1 月 1 日から施行される世界アンチ・ドーピング規定において、競技大会主催組

織が未成年競技者の親権者よりドーピング検査実施に関する同意書を取得することが求め

られました。これに伴い、日本ボート協会ならびに都道府県協会においても、ドーピング

検査対象となりうるすべての未成年競技者について、親権者同意書の取得が必要となりま

した。ついては、都道府県協会の皆様におかれましては選手登録に際して同意書の取りま

とめを新たにお願いするためご連絡を申しあげます。 

 

 

＜2014 年 10 月～12 月＞ 

１．各都道府県協会が扱う書式は以下のふたつです。 

a. 「未成年競技者親権者の同意書」 

b. 「親権者同意書提出一覧」 

a. の「未成年競技者親権者の同意書」は、2014 年中に限って加盟団体から直接日本ボー

ト協会に郵送して頂くこととしました。2015 年 1 月以降は加盟団体取りまとめのうえ、日

本ボート協会事務局にまとめてご郵送ください。 

b. の「親権者同意書提出一覧」が、加盟団体から都道府県ボート協会ならびに日本ボー

ト協会事務局に郵送されます。貴協会でも後日、競漕大会を開催する際に必要となります

ので、まとめて保管してください。 

 

＜2015 年 1 月以降＞ 

１．新規に未成年者を選手登録する加盟団体より、「未成年競技者親権者の同意書」と、

「親権者同意書提出者一覧」を受け取ってください。「親権者同意書提出者一覧」はエクセ

ルファイルとして電子的に受け取ると、この後の編集作業が効率的に行えます。 

 

２．複数の加盟団体からの「親権者同意書提出者一覧」を、1 枚の「親権者同意書提出者

一覧」に統合します。 
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３．「未成年競技者親権者の同意書」と、統合後の「親権者同意書提出者一覧」を日本ボ

ート協会事務局あてに郵送してください。「未成年競技者親権者の同意書在中」などと表書

きをお願いします。 

郵送先：〒150-8050 渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館内 日本ボート協会事務局 

 

４．統合後の「親権者同意書提出者一覧」をメール送信します。必ず郵送したものと同

じものを送信してください。 

メール送信先：kyogi@jara.or.jp タイトル：「親権者同意書提出者一覧○○県ボート協会」 

 

５．都道府県協会では、未成年選手の大会エントリーに際して「親権者同意書提出者一

覧」を確認し、同意書が取れていない選手はエントリーに際して同意書を取得してくださ

い。 

これをドーピング検査対象大会において適用します。 
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a.「未成年競技者親権者の同意書」＝都道府県協会で取りまとめます。 

 

 公益社団法人 日本ボート協会  御中 

 

同意書 

 

  私、【親権者氏名】        は、【20 歳未満の競技者】       （以下「甲」）の親権者とし

て、甲を含む公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、「JADA」）に加盟している競技

団体に登録するすべての競技者に、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、及び日本アンチ・

ドーピング規程（以下「日本アンチ・ドーピング規程等」といいます。）が適用されることを理

解します。 
更に、JADA ウェブサイト http://www.playtruejapan.org/の『U20 未成年同意書』にて日本

アンチ・ドーピング規程等を含むドーピング検査やその後の検体の分析、結果の管理その他の日

本アンチ・ドーピング規程等において定められる一連の手続（以下「ドーピング・コントロール

手続」といいます。）等について説明しているすべての内容を熟読し、理解し、甲へ当該内容を

指導した上で、甲がドーピング検査の対象となり、採取検体の種類を問わずドーピング検査を受

けることに同意し、ドーピング・コントロール手続に服することに対して異議を申し述べません。

また、日本アンチ・ドーピング規程等が随時更新されることも理解します。 
本同意は、甲が満 20 歳となるまで有効とし、本人が 20 歳になるまでの間に親権者が私以外

にかわった場合には遅滞なく私から貴協会に通知し、新たな親権者から同意を得ることを誓約し

ます。 
 なお、ドーピング・コントロール手続においては、2015 年 1 月 1 日に効力発生予定の日本ア

ンチ・ドーピング規程等で定義されている通り、18 歳未満を未成年（Minor）として扱うもの

とし、18 歳、19 歳については、原則として、成人と同様の手続にてドーピング検査をはじめと

するドーピング・コントロール手続が実施される旨も理解いたしました。 

 

平成２６年  月  日 

 

        【親権者】 

 

住所：           

自署：          印 

 

上記内容について確認致しました。 

 

【競技者】（甲） 

 

住所：           

自署：          印 

 

※当書面に記載された個人情報は、ドーピング・コントロール手続目的以外では使用いたしません。 
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b. 「親権者同意書提出一覧」 

加盟団体から提出される書式 

 
 

 

都道府県協会で統合 

 
 

 

JADA からの資料を添付いたしますので、参考にしてください。 

 


